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動物実験管理体制図 学⻑
動物実験委員会

＊動物実験実施に関わる各種書類の
作成･申請･報告
・動物実験計画書
・動物実験報告書
・動物実験の自己点検票
・動物実験変更･追加申請書
・実験動物飼養保管施設設置申請書
・動物実験室設置承認申請書
・施設等廃止届
・実験動物入退舎届

＊教育訓練講習会の受講

＊動物実験実施に関わる
各種書類の審査･確認

＊教育訓練講習会の実施
＊自己点検･評価
＊実験動物慰霊祭の実施

動物実験責任者

実験動物管理者
＊実験動物の飼養保管状況の管理
＊実験動物施設の維持管理
＊自己点検･評価
＊事故報告等
＊動物実験実施に関わる
マニュアル作成

諮問
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事務局
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遺伝子組換え実験安全委員会（連携）

申請･報告 承認･不承認･差戻
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＊総括
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の検証

＊情報公開
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動物実験委員会委員名簿 

機関長 職名  学長      氏名  今村 一之 

事務担当者 職名  ■■      氏名  ■■ ■■ 

同 連絡先 TEL 027-265-0111 FAX 027-265-3837 
e-mail 

chiiki@maebashi-it.ac.jp 

動物実験委員会 職 名 氏 名 カテゴリー* 

委員長 教授 ■■ ■■ ①、② 

委 員 教授 ■■ ■■ ①、② 

委 員 准教授 ■■ ■■ ① 

委 員 准教授 ■■ ■■ ①、② 

委 員 教授 ■■ ■■ ① 

委 員 事務局長 ■■ ■■ ③ 

動物実験委員会のカテゴリー欄*には文部科学省基本指針で定められた以下の委員構成の番

号を記載する。 

① 動物実験等に関して優れた識見を有する者 

② 実験動物に関して優れた識見を有する者 

③ その他の学識経験を有する者 

 



１）実験動物飼養保管施設 

 

２）実験室及び一時保管施設（４８時間以内の一時保管を含む。） 

施設の名称 管理者の

職・氏名 

実験動物管理者の職・氏名 

（関連資格・経験年数） 

動物種 最大飼養頭数 

（概数） 

動物飼育室１

・２ 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス 

ラット 

モルモット 

120 

20 

10 

施設の名称 管理者の

職・氏名 

実験動物管理者の職・氏名 

（関連資格・経験年数） 

動物種 最大飼養頭数 

（概数） 

生理学実習室

734 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス・ラット 10 

第１実習準備

室 736 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス・ラット 10 

学 生 実 習 室

738 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス・ラット 

・モルモット 

30 

クリーンルー

ム 341 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス・ラット 

モルモット 

10 

食品機能工学

実験室 332 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス・ラット 

・モルモット 

10 

基礎生物工学

実験室 334 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス 10 

生物工学科学

生実験室 313 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス・ラット 

・モルモット 

10 

食品機能工学

実験室 354 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス・ラット 10 

廃棄物保管庫

730-4 

総務課長・ 

■■ ■■ 

准教授・■■ ■■ 

（経験年数２５年） 

マウス・ラット 10 



 

施設の所在地（承認番号） 

１）実験動物飼養保管施設 

所在地 施設の名称 承認番号 

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 動物飼育室１・２  

 

２）実験室及び一時保管施設（４８時間以内の一時保管を含む。） 

所在地 施設の名称 承認番号 

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 生理学実習室 734  

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 第１実習準備室 736  

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 学生実習室 738  

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 クリーンルーム 341  

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 ■■研究室 332  

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 ■■研究室 334  

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1    実験室 313     

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 ■■研究室 354 第 16-001 号 

群馬県前橋市上佐鳥町 460 番地 1 廃棄物保管庫 730-4 第 16-002 号 

 

飼養保管施設は、管理者および実験動物管理者による一体化した管理体制の下で、実験動

物の飼養及び保管等を行う施設であり、一般的には動物飼育室の他、器具洗浄等の管理区

域、実験処置室等を含みます。したがって、個々の動物飼育室を指すのではありませんが、

全ての動物飼育室は、実験動物飼養保管施設に所属していなければなりません。一体化し

た管理体制による実験動物飼養保管施設であれば、同一敷地内の異なる場所にある動物飼

育室を含むこともあり得ます。なお、哺乳類、鳥類、爬虫類以外の動物の飼養保管施設は

この場合の数に含みません。 

 



動物実験計画・結果一覧（安全管理を要する動物を含む）

年度計画 モルモット

所属 職名 氏名 実験計画承認日 終了(予定)日
報告書区

分
上段：計画匹数
下段：使用匹数

C57BL6N ddY ICR BALB/ｃ
C57BL6J

(SLC)
C57BL6J
(NPWT)

C57BL6J
(NPKO)

C57BL6J
(PHLDB2KO)

C57BL6J
(PHLDB2WT

)

C57BL6J (
LUZP1KO)

C57BL6J (
LUZP1WT)

C57BL6J (
NSFKO)

C57BL6J (
NSFWT)

C57BL/6J C57BL/6N
C.KOR/StmSl

c-
Traf3ip2adjm

HR1 HRM2 C56BL/6 Wistar Long Evans
Long

Evans(GAD6
5 遺伝子編集)

GAD67KO SD F344 Hartley

12 16 2

0 16 2

6

0

24 24 24

12 12 0

4

0

5 5

0 0

36

0

24

0

6

0

144

0

90

0

84

0

60

0

20 20 20 5 5 10

55 0 13 0 0 0

260

170

12

36

24 20

24 4

10 15 10

4 8 4
AN22-001-1 生命工学領域 教授 ■■ ■■ 感覚刺激に誘導される情動反応に関わる

脳・神経機構のモデル動物実験による解析
試験・研究 B,C 令和4年5月19日 令和5年3月31日 終了報告 2022年度

教育・訓練 B,C 2021年4月21日 2026年3月31日 終了報告 2022年度

B 2021年4月21日 2026年3月31日
年度経過

報告
2022年度試験・研究

AN21-002-2 生命工学領域 教授 ■■ ■■ 生理学実習（システム生体工学科2学年必修
科目）

AN21-001-2 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ マウスの腸内細菌叢の解析

試験・研究 B 2021年5月1日 2025年3月31日
年度経過

報告
2022年度

B,C 2021年5月1日 2025年3月31日
年度経過

報告
2022年度試験・研究

AN20-004-3-a 生命工学領域 教授 ■■ ■■ 腸管機能を指標とした機能性成分の探索と
その評価に関する研究

AN20-003-3-a 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ 記憶•学習における神経機能の解析

試験・研究 B 2019年11月12日 2024年3月31日
不実施報

告
2022年度

B 2019年11月12日 2024年3月31日
不実施報

告
2022年度試験・研究

AN19-005-4 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ 乳酸菌がマウス免疫系に及ぼす影響

AN19-004-4 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ 非アルコール性脂肪肝炎モデル動物に対す
る機能性食品成分の作用解析

B 2019年5月31日 2024年3月31日
不実施報

告
2022年度

無し 2019年5月31日 2024年3月31日
年度経過

報告
2022年度

AN18-012-5 生命工学領域 准教授 ■■ ■■
グルコース経口摂取による血中グルコース
濃度及び血中マーカー変動に対する食品成

分の作用解析
試験・研究

AN19-003-4-a 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ 高脂肪食投与による肥満マウスに対する機
能性物質の効果検討

AN19-002-4 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ 昆虫を用いた行動学・整理学実験

試験・研究

試験・研究

終了報
告,不実
施報告

2022年度

B 2018年5月31日 2024年3月31日

終了報
告,不実
施報告

2022年度

AN18-011-5 生命工学領域 教授 ■■ ■■ 損傷神経再生におけるガレクチン－１の役
割に関する研究

試験・研究 B 2018年5月31日 2023年3月31日

C 2018年5月31日 2023年3月31日

D 2018年5月31日 2023年3月31日

終了報
告,不実
施報告

2022年度

AN18-008-5 生命工学領域 教授 ■■ ■■ 糖尿病および糖尿病合併症の予防・治療物
質の探索

試験・研究

AN18-009-5-a 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ 骨恒常性の破綻を改善する機能性物質投与
効果の検討

試験・研究

終了報
告,不実
施報告

2022年度

C 2018年5月31日 2023年3月31日 終了報告 2022年度AN18-006-5 生命工学領域 教授 ■■ ■■ 新規蛍光色素を用いたマウス・ラットにお
ける生体活動の光学測定

試験・研究

D 2018年5月31日 2023年3月31日

C 2018年5月31日 2023年3月31日

終了報
告,不実
施報告

2022年度

AN18-004-5-a 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ 慢性及び急性炎症性皮膚疾患に対する機能
性物質の効果

試験・研究

AN18-005-5 生命工学領域 教授 ■■ ■■ ガレクチン類に対するモノクローナル抗体
の作製

試験・研究

終了報告 2022年度

終了報告 2022年度

AN18-003-5 生命工学領域 准教授 ■■ ■■ 糖質加水分解関連酵素のポリクロナール抗
体による発現解析

試験・研究

B 2018年5月31日 2023年3月31日

B 2018年5月31日 2023年3月31日

終了報告 2022年度AN18-002-5 生命工学領域 教授 ■■ ■■ 生物工学実験２−生理学実験 試験・研究

安全管理
（遺伝子組換

え動物）

承認番号

実験責任者

実験課題名
動物実験の

種類
苦痛の

カテゴリー

実験実施期間 報告 使用動物

マウス ラット



令和３年度 自己点検・評価報告書                       様式１－２ 

 

 

 - 1 - 
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Ⅰ．規程及び体制等の整備状況 

 

１．機関内規程 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合する機関内規程が定められている。 

   □ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 機関内規程が定められていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

  前橋工科大学動物実験取扱規程 

 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

  動物実験委員会、動物実験等の実施、実験動物の飼養及び保管、教育訓練、自己点検・評価及び

検証、情報公開等が規定されている。 

 

 

４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

 

２．動物実験委員会 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。 

   □ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 動物実験委員会は置かれていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

  前橋工科大学動物実験取扱規程 

 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

  動物実験委員会を設置し、そこで動物実験計画に関すること、動物実験等の実施状況及び結果に

関すること、施設等の管理状況、実験動物の飼養保管状況に関することなどについて審議を行って

いる。 

４）改善の方針、達成予定時期 
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３．動物実験の実施体制 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。 

   □ 動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 動物実験の実施体制が定められていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

  前橋工科大学動物実験取扱規程 

各種様式 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

  動物実験計画の立案、審査、承認、結果報告等に必要な各様式を定めている。 

 

 

４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

 

 

４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 

１）評価結果 

■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められている。 

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。 

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められていない。 

□ 該当する動物実験は、行われていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

  前橋工科大学動物実験取扱規程第９条及び別紙様式 

前橋工科大学遺伝子組み換え実験安全管理規程 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

当該実験をチェックし、その実験の詳細を添付させ、実験の実施体制の承認ができている。 

 

 

４）改善の方針、達成予定時期 
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５．実験動物の飼養保管の体制 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

実験動物飼養保管施設認定一覧 

  実験動物飼養保管施設設置申請書 

  実験動物管理者名簿 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

  実験動物飼養保管施設設置申請書により申請がなされ、動物実験委員会で飼養保管施設として適

合しているかを審査し、その結果により学長が飼養保管施設として認定している。認定した飼養保

管室には、実験動物管理者として生命工学領域の准教授を置いている。 

４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

 

６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果） 

 

 

 

 

 

Ⅱ．実施状況 

 

１．動物実験委員会 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

  動物実験委員会会議録 

 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
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  委員会の開催は、規程改正等の重要な案件を審議する会議形式と実験計画等を審議する書類審査

（持ち回り開催）に分けている。 

令和３年度は会議形式の開催は２回、書類審査（持ち回り開催）は２回であった。 

 

４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

 

２．動物実験の実施状況 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

  動物実験計画書承認及び結果報告等一覧 

 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

  動物実験計画は、動物実験計画書及び動物実験報告書を委員会で審議し、最終的に学長が承認し

ている。令和３年度については、適切に事務処理がなされた。 

４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

 

  

３．安全管理を要する動物実験の実施状況 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、当該実験が適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

   □ 該当する動物実験は、行われていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

  前橋工科大学動物実験取扱規程第９条及び別紙様式 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

  安全管理を要する動物実験の実施については、実験の詳細を提出し、実験 場所、使用施設及び
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実験方法を審査している。 

令和３年度においては、事故等の報告はなかった。 

４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

 

４．実験動物の飼養保管状況 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

  前橋工科大学動物実験取扱規程第１８条及び別紙様式 

  実験動物飼養保管施設認定一覧及び実験動物管理者名簿 

  前橋工科大学実験動物飼養保管マニュアル 

  飼育動物数管理表 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

  入舎・退舎届の事務処理については、令和３年度は適切になされた。 

  動物の入舎時に実験動物管理者が検収するなど、適切になされた。 

  飼養保管状況については、各実験責任者が飼育動物管理表に記載し、実験動物管理者が確認を行

っている。 

４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

５．施設等の維持管理の状況 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に維持管理されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

  前橋工科大学動物実験取扱規程第４条及び第５条 

 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

  規程に基づき、学長及び実験動物管理者が施設等の維持及び管理を行っている。 
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４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

 

６．教育訓練の実施状況 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

  令和３年度教育訓練資料 

  令和３年度教育訓練受講者名簿 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

  令和３年度の実験計画に従事する全研究者等（従事予定者も含む。）に受講義務を説明し、４回

に分けて適宜開催した。講師は、本学動物実験委員会委員長の教授が担当した。 

 

４）改善の方針、達成予定時期 

 

 

 

７．自己点検・評価、情報公開 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

  自己点検・評価事項チェック票 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

  自己点検・評価事項チェック票に基づきチェックを行い、すべての項目において適正に実施され

ていることを確認した。 

 

４）改善の方針、達成予定時期 
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８．その他 

（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 

 

 

 

 



令和４年度 第１回動物実験委員会 会議概要 

 

１．日 時    令和４年５月１１日(水) １５時００分～１６時００分 

２．場 所  １号館 会議室３ 

３．出席者  委員長 本間（知）教授 

委 員 首藤教授、石川（保）准教授、星准教授、宮坂事務局長 

中舘教授（明治薬科大学） 

事務局 粕川課長補佐、髙橋主事 

 

４．会議の状況 

 （１）動物実験報告書について（令和３年度） 

（２）動物実験計画書（新規）について（令和４年度） 

（３）動物実験計画（変更・追加）承認申請について（令和４年度） 

    本間委員長より、資料に基づいて説明があった。 

    報告書は本間委員長がチェックをして事務局に提出されたものである。 

    会議時間が限られており、資料も事前に共有しているため、改めてこの場で説明はしない。 

    ご意見があれば伺う。 ⇒ 特になし 

    ５月１８日（水）を目途に動物実験委員会審議結果報告をご提出いただきたい。 

   【主な意見】 

    ・現状、複数年計画を単年度ごとに更新している形式である。計画書は単年度ごとに提出いただい

た方が良いのではないか。多くの動物実験施設では、承認日から次の承認日までの計画書を出させ

ている。（首藤） 

    ⇒群馬大学を参考にしている方法である。（本間） 

    ・学生の入れ替えがあるので、実質的には単年度ごとの計画内容に等しい。動物の匹数等、将来年

度まで見通すことが難しいので、研究の進捗に合わせてより現実的な計画にした方が良いと指摘が

ある可能性がある。（首藤） 

    ⇒本学では最長５年間としているが、一度承認されれば研究を切れ目なく実施することができる。

匹数の変更については、毎年の変更・追加申請の中で行うのはどうか。（本間） 

    ・はじめに５年分の引数を計上するのではなく、年度単位で毎年申請していく方が良いと思う。 

     承認期間を年度末ではなく、５月等に設定すれば空白期間の心配はないのではないか。(首藤) 

    ・学生もいるので、大枠で取っているが研究毎にしっかりと計画を作成するのが理想（首藤） 

    ⇒他事例を参考にしながら実態に即した内容を検討したい。（本間） 

【結果】 

    ・動物実験委員会審議結果報告を５月１８日（水）を目途に提出していただき承認とする。 

 

 （４）講習会開催方法について 

    本間委員長より資料に基づいて説明があった。 

   【主な意見】 

    ・年１回説明会を実施し、その他に講習会や試験を実施するのが理想であり、一般的である。 

     講習会については、オンラインが良いと思う。一度収録をすれば、変更が無い限り使いまわす 

ことができる。去年の本間先生の問題を GoogleForms にて行い、音声付きのパワーポイントを作

成し、準備が出来次第受けてもらえればよいのでは。（首藤） 



    ・Microsoft Stream は学内でないと視聴できないため、Youtube を活用するのはどうか。 

     修了試験は、GoogleForms を使用していたとのことだが、MicrosoftForms を無償で使用できる。 

     施設管理に設定を依頼してもらえれば、簡易に実施できるのでは。（石川） 

    ・利用者向けの講習は今年状況が大きく変わる、新規性については来年度から追加等して対応して

いくのはどうか。（首藤） 

   【結果】 

     いただいた意見をもとに講習会方法を具体化していく。 

 

 （５）動物飼育室の使用について 

    本間委員長より説明があった。 

   【主な意見】 

 ・マウスがラット、モルモットと同室だとストレスを感じてしまう。 

     単独と同室に他動物がいる場合では実験結果に影響が出てしまうので、考慮が必要である。 

     マウスを使う先生が多いのであれば、飼育室２をマウス専用にし、飼育室１をそれ以外の動物に

するのはどうか（首藤） 

    ⇒飼育室２だけでは収まらないことが予想される。また、管理等の面から難しいのでは。（本間） 

   【結果】 

    ・計画書の必要匹数等を考慮しながら、検討を続ける。 

 

（６）動物管理区域について 

本間委員長より説明があった。本学の動物実験施設の現状は、徐々に適正化されている動物実験施

設としての基準を満たさなくなっているので、管理区域の適正化を検討するもの 

【主な意見】 

    ・第一実習準備室を基本的に組織化学のものをいれる部屋にしたらどうか。（首藤） 

     ⇒第一実習準備室のものを移動することは可能。その際新しいドラフトが必要になるか（石川） 

     ⇒現在ある循環式ドラフトで対応可能だと聞いている（首藤） 

・動物実験室に向精神薬の金庫がある。今村学長から引き継いだものだが、使う予定がない。 

     管理区域を整理する際に、こちらの扱いも整理したいので、使う先生がいなければ全量廃棄し 

たい。（首藤） 

     ⇒向精神薬を使う機会が減ってきたし、使う先生もいないので、整理する方向で良い。(本間) 

   【結果】 

    ・引き続き検討を行う。 

 

（７）動物実験取扱い規程の改正について 

    本間委員長より説明があった。 

   ⇒意見なし 

 

（８）令和４年度公私動協定期総会への参加について 

   【結果】 

    ・総会、講習会は首藤委員が参加することとした。 

 

（９）その他 



    ・飼育室１の温湿度管理の自動化、入室管理のシステム化(退出忘れ一定時間経過するとメールが

行く)の検討を行うので、改めてお知らせする（石川） 

                     

―以上― 
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自己点検・評価事項チェック票 

 

対象機関が「自己点検・評価報告書」を作成する際に参考となるよう、基本的な点検・評価事項を示します。本プログラムにおいて、調査員はこれ

らの項目について基本指針への適合性並びに実験動物飼養保管基準の遵守状況を検証しますので、自己点検・評価にあたってはこれらの事項をチ

ェックしてください。（記入欄は、自由に使って構いません。記入したものを提出していただく必要はありません。） 

 

 

 

項目 事項 適 

一部

に問

題あ

り 

否 
問題点は？ 

根拠となる資料は? 

Ⅰ．規程及び体制等の整備   

 

１．機関内規

程、組織の体制 

 

基本指針および実験動物飼養保管基準に則した規程が策定され

ているか?（実験動物飼養保管基準に沿った具体的な内容は、飼

養保管施設ごとに定める飼養保管マニュアル等に含めてもよ

い。） 

○ 
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１．機関内規

程、組織の体制 

● 研究機関の長の責務 

● 動物実験委員会 

● 管理者・実験動物管理者 

● 動物実験等の実施方法 

● 実験動物の飼養及び保管 

・ 飼養及び保管の方法 

・ 施設の構造等 

・ 生活環境の保全 

・ 危害の防止 

・ 人と動物の共通感染症に係る知識の習得等 

・ 実験動物の記録管理の適正化 

・ 輸送時の取扱い 

・ 施設廃止時の取扱い 

・ 実験等を行う施設 

・ 実験動物等の譲渡 

● 動物実験等の実施施設の維持管理 

● 教育訓練 

● 自己点検・評価及び外部の者による検証 

● 情報公開 

   規程４条 

規程６～８条 

規程５条 

規程９～２１条 

規程１８条 

規程１８条 

規程２２条 

規程２４条 

規程２３条 

教育訓練講習会にて対応 

規程１８条 

規程１９条 

施設等廃止届にて対応 

規程２２条 

譲渡の規定なし。譲渡は想定していない。 

規程２２条 

規程２５条 

規程２８条 

規程２９条 

実験動物の購入について、学内ルールを定めて

いる 

（平成２９年度、新規作成した。） 

必要に応じて細則、内規等を定めているか? ○   

機関の長、動物実験委員会、飼養保管施設の管理者、実験動物管

理者、動物実験責任者等の関係を示す組織体制図はあるか? 
○ 

  

２．動物実験委

員会 

動物実験委員会が設置されているか? 
○ 
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２．動物実験委

員会 

委員会の役割に以下の事項が含まれているか? 

● 動物実験計画の審査と審査結果の機関長への報告 

● 動物実験の実施結果に対する助言 

 

○ 

  規程１０条 

規程１５条（適正に実施されたことの確認を委

員会に求める。） 

規程７条第１項第１号 

規程７条第１項第２号 

規程７条第１項第４号 

規程７条 

動物実験委員会の委員には、以下の者が含まれているか? 

● 動物実験等に関して優れた識見を有する者 

● 実験動物に関して優れた識見を有する者 

● その他学識経験を有する者 

● 上記の 3 種のカテゴリーの委員会構成が機関内規程、動物 

実験委員会規程等に明記されている。 

 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．動物実験の

実施体制 

 

 

 

 

 

 

動物実験計画にかかわる各種様式は定められているか? 
○ 

   

 

 

動物実験終了・中止報告書は 

動物実験計画書に含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の様式はあるか？ 

● 動物実験計画書 

● 動物実験結果報告書 

● 変更追加承認申請書 

● 飼養保管施設設置承認申請書 

● 実験室設置承認申請書 

● 施設等廃止届 

● 動物実験終了・中止報告 

 

 

 

○ 

  

動物実験計画書には、次の事項の記入欄が含まれているか? 

● 動物実験等の目的 

● 動物実験等の具体的方法 

● 代替法の検討 

● 使用動物種 

● 使用動物数 

 

 

 

○ 
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３．動物実験の

実施体制 

● 使用動物の遺伝学的（系統等）・微生物学的品質 

● 飼養保管場所・飼養保管条件 

● 実験を行う場所 

● 麻酔法、安楽死法 

● 苦痛度分類 

● 人道的エンドポイント 

● 動物死体の処理方法（生活環境の保全） 

● 特殊実験区分（関連委員会への申請状況を含む） 

４．安全管理を

要する動物実

験の実施体制 

安全管理に留意すべき動物実験について、以下の実施体制が定め

られているか? 

● 病原体の感染動物実験 

● 有害化学物質の投与動物実験 

● 放射性物質の投与動物実験 

● 遺伝子組換え動物を用いる実験 

● 安全管理を要する動物実験は行わない 

 

 

 

○ 

   

 

該当あり（遺伝子組換え実験安全委員会の承認

を経て実施） 

 

麻薬・向精神薬の使用について、行政への必要な手続きを行って

いるか？ 

 

○ 

  

５．実験動物の

飼養保管の体

制 

機関の長は、機関内の飼養保管施設を把握しているか？ ○    

飼養保管施設に実験動物管理者が置かれているか? ○   

実験動物飼養保管基準に沿った飼養保管手順書やマニュアル等

が定められているか? 
○ 

  

逸走時の対応を定めているか? ○   

地震、火災等の緊急時の対応を定めているか? ○   
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６．実施体制

において、特

記すべき取り

組み 

 

○ 

   

Ⅱ．実施状況 

１．動物実験委

員会 

動物実験委員会は、動物実験計画の審査を実施しているか? ○    

動物実験委員会は、動物実験の実施結果に対する助言を機関の長

にしているか？ 
○ 

  

動物実験委員会の議事録は保存されているか? ○   

２．動物実験等

の実施状況 

機関の長は、委員会の審査を経て動物実験計画を承認あるいは却

下しているか？ 
○ 

   

 

 

 

令和４年度実施の実験については全て適（改善

を要する事例は無し） 

動物実験責任者は、実施結果報告書を提出しているか？ ○   

動物実験責任者は、動物実験の自己点検票（様式２－１）を提出

しているか？ 
○ 

  

動物実験は３Ｒs の理念を遵守し、適正に実施されているか？ ○   

機関の長は、動物実験の実施結果を把握し、必要な改善の指示を

行っているか？ 
○ 

  

３．安全管理を

要する動物実

験の実施状況 

動物実験は安全に実施されているか？事故等の発生はないか？ ○    

必要な安全設備が整備されているか? 

（例：感染実験室、陰圧飼育装置、安全キャビネット、オートク

レーブ等） 

○ 

  

安全管理を要する動物実験に関連する委員会の間で、必要な情報

共有がされているか？ 
○ 
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４．実験動物

の飼養保管状

況 

実験動物管理者は、飼養保管基準に従って活動をしているか？ 

（飼養保管施設の管理及び保守点検、動物の数や状態の確認等） 
○ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度実施 

飼養保管手順書、マニュアル等には、以下の事項が含まれている

か? 

● 動物の搬入、検疫、隔離飼育等 

● 飼育環境への順化又は順応 

● 飼育室の環境条件（適切な温度、湿度、換気、明るさ等） 

● 飼育管理の方法 

● 健康管理の方法 

● 逸走防止措置と逸走時の対応 

● 廃棄物処理 

● 環境の汚染及び悪臭、害虫の発生等の防止 

● 騒音の防止 

● 施設・設備の保守点検 

● 実験動物の記録管理、記録台帳の整備 

● 緊急時の連絡 

 

 

 

 

 

 

○ 

  

実験動物の飼養保管は、飼養保管手順書やマニュアル等に従がっ

て、適正に実施されているか？ 
○ 

  

各飼養保管施設において、実験動物飼養保管状況の自己点検を行

っているか？実験動物飼養保管状況の自己点検票（様式２－２）

が提出されているか？ 

○ 

  

実験動物飼養保管状況の自己点検で重大な問題は認められない

か？委員会等による必要な指導はされているか？ 
○ 

  

５．施設等の維

持管理の状況 

飼養保管施設は、基本指針や飼養保管基準等に従い適正に維持管

理されているか？ 
○ 
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５．施設等の維

持管理の状況 

 

委員会等による定期的な調査、視察等が行われているか？ ○ 
  

関係者以外の者が立ち入らないよう、施設のセキュリティや入退

室の管理がされているか？ 
○ 

  

施設管理者は、以下の事項について点検しているか？ 

● 整理整頓はされているか? 

● 老朽化箇所、補修の必要な箇所が放置されていないか？ 

必要な改修・更新計画は立てられているか? 

● 空調、給排水等の設備は、適正に保守、点検がされてい 

るか？ 

● 飼育室の温度、湿度、換気等の環境条件の記録は保存さ 

れているか？ 

● 圧力容器等の法定点検を実施しているか？ 

 

 

 

 

○ 

  

 

 

 

 

６．教育訓練の

実施状況 

 

 

 

 

 

 

機関の長は、動物実験実施者や飼養者等に対する教育訓練を実施

しているか? 
○ 

   

教育訓練の実施記録は保存されているか? 

（教育訓練の日時、講師の氏名、受講者数、受講者氏名、教材等） 
○ 

  

教育訓練には以下の内容を含んでいるか？ 

● 法令等、機関内規程等 

● 動物実験の方法及び実験動物の取扱に関する事項 

● 実験動物の飼養保管に関する事項 

● 安全確保、安全管理に関する事項 

● 人獣共通感染症に関する事項 

● 施設等の利用に関する事項 

● その他、適切な動物実験等の実施に関する事項 

 

 

 

○ 
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６．教育訓練の

実施状況 

実験動物管理者、実験実施者、飼養者の別に応じて必要な教育訓

練を実施しているか？ 
○ 

  

７．自己点検・

評価、情報公開 

 

機関の長は、基本指針への適合性・飼養保管基準への遵守状況に

ついて自己点検・評価を実施しているか? 
○ 

   

機関の長は、基本指針に従い、必要な情報公開を実施しているか? 
○ 

  

情報公開*は以下の項目を含んでいるか？ 

● 機関内規程* 

● 自己点検・評価の結果* 

● 外部検証の結果*2 

● 実験動物の飼養保管状況* 

・ 動物種（哺乳類、鳥類、爬虫類）*3 

・ 動物数（毎年の特定日の飼養数あるいは一日当たりの 

平均飼養数）*3 

・ 施設の情報（飼養保管施設の総数並びに主要な飼養保 

管施設の名称）*3 

● その他 

・ 前年度の実験計画書の年間の承認件数＊3 

・ 前年度の教育訓練の実績（実施月日、実施内容の概略、 

参加者数）*3 

・ 動物実験委員会{当該年度 4月 1日時点での委員の構 

成（基本指針に示された 3通りの役割ごとの委員の所 

属部局及び専門分野）}*3 

・ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 
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*：基本指針で例示する情報公開項目を公開（原則 HP 上）する必要があります。*2：外部検証受審後では必須公開項目になります。 

*3：国動協会員校、公私動協会員では各協議会が要請する情報公開項目を公開する必要があります。 

8．その他（動物

実験の実施状

況において、機

関特有の点検・

評価事項及び

その結果） 

     



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

A22A001 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A002 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A003 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A004 生物工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A005 日農化学工業株式会社 ■ ■■■ ■■■■

A22A006 生物工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A007 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 准教授

A22A008 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A009 生物工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A010 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A011 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A012  情報生命工学群 ■ ■■■ ■■■■ 無効番号

A22A013 環境・生命工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A014 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 教授

A22A015 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A016 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A017 生物工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A018 生物工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A019 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A020 生物工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

動物実験教育訓練受講受付簿



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22A021 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 准教授

A22A022 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 准教授

A22A023 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A024 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A025 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A026 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A027 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A028 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A029 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A030 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A031 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A032 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A033 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A034 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A035 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A036 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A037 生物工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A038 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A039 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A040 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22A041 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A042 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A043 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 教授

A22A044 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A045 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A046 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A047 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A048 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A049 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A050 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A051 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A052 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A053 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 准教授

A22A054 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A055 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A056 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A057 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A058 生物工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A059 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A060 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22A061 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A062 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A063 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 准教授

A22A064 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A065 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A066 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 教授

A22A067 株式会社伊藤園 ■ ■■■ ■■■■

A22A068 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A069 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A070 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A071 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A072 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A073 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22A074 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22A075 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 教授

A22A076 生命工学領域 ■ ■■■ ■■■■ 教授

A22B001 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B002 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B003 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B004 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22B005 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B006 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B007 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B008 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B009 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B010 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B011 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B012 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B013 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B014 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B015 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B016 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B017 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B018 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B019 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B020 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B021 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B022 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B023 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B024 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22B025 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B026 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22B027 システム生体工学専攻 ■ ■■■ ■■■■

A22LE001 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE002 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE003 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE004 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE005 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE006 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE007 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE008 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE009 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE010 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE011 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE012 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE013 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE014 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE015 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE016 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE017 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22LE018 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE019 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE020 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE021 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE022 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE023 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE024 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE025 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE026 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE027 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE028 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE029 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE030 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE031 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE032 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE033 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE034 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE035 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE036 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE037 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22LE038 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE039 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE040 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE041 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE042 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE043 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE044 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE045 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE046 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE047 生物工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE048 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE049 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE050 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE051 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE052 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE053 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE054 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE055 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE056 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE057 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22LE058 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE059 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE060 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE061 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE062 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE063 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE064 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE065 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE066 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE067 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE068 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE069 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE070 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE071 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE072 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE073 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE074 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE075 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE076 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE077 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■



Ｎｏ， 所属 学年 学生番号 氏名 役職 備考

動物実験教育訓練受講受付簿

A22LE078 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE079 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE080 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE081 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE082 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE083 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE084 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE085 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE086 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■

A22LE087 システム生体工学科 ■ ■■■ ■■■■
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動物実験について（日本生理学会 投稿：2009-06-20より抜粋） 
 

はじめに 

 私たちの生存を守る医学の発達は動物実験によって成り立ってきました。 ヒトの健康と福祉を追求する医科学研究に

とって動物実験は必須の手段です。私たち人間が現在のように存在し生活できるのは、今までに行われてきた動物実験

のおかげといっても過言ではありません。一方で、動物の命を犠牲にする動物実験に反対する立場もあります。実験に

利用される動物がかわいそうという思いは人間として当然であり、 実際その感情は私たち研究者も共有します。しかし

そういう感情を大事にするとともに、自分たちが受ける医療や服用する薬がどのように動物実験に依存しているか、もし

動物実験がなかったらどうだったか、もし必要な実験が制約を受けることになったら今後どんな事態が予想されるか、と

いったことを理性的に判断することも大切です。医科学研究における動物実験は国民が真剣に考える必要のある重要な

問題です。  

 

動物実験とは 

1. 動物実験の目的・必要性 

 人類誕生以来、病気との戦いは絶え間なく続いています。医学研究はその勝利を偶然や奇跡ではなく、科学的根拠に

基づき実現することを目標としています。そのためには、まず人間の身体、臓器や組織、あるいは細胞が、どのように働

いているかを研究する必要があります。同時に、病気の原因とメカニズムの解明が求められます。また、薬や医療技術

が開発されると、その薬が、あるいは技術が、いかに人体に作用するか、副作用はないか等を細心の注意をもって調べ

る必要があります。これらの研究の多くは生体を用いることを不可欠とし、人間を用いた研究や試験も行われます。しか

し、人間を用いる研究には、当然、厳しい限界があります。やむを得ない策として、人間と同じ生命原理が働いて生きる

動物に犠牲を求めます。これは、我々が食物として動物を用いるのと同じ道理であり、動物を犠牲にして生きる人間の生

の一面です。当然、我々研究者は、生命に対する畏敬の念をもとに、用いる動物を可能な限り人道的に取り扱います。ま

た、開発された医療や薬が動物自身の健康と福祉にも多大の貢献していることを強調しておきます。 

 

2. 動物実験の有用性 

 動物実験は医学の研究にきわめて有用です。その最大の科学的理由は、生命原理が同じなので動物で得られた知識

は基本的に人間にも適用し得ることです。20 世紀中、平均寿命の延長と小児死亡率の低下はいちじるしく、病苦からの

解 放、軽減も大きく進みました。これに寄与した医学・医療の進歩は多くの分野にわたり、ビタミン欠乏症の治療、抗生

物質による細菌感染治療、インスリンの発見と糖尿病の管理、天然痘・ジフテリア・はしか等のワクチン、人工透析による

腎臓病管理、新しい薬物の開発、麻酔医学、癌の化学・放射線療法、冠状動脈バイパス・ペースメーカー等の心臓病の

医療、高血圧・動脈硬化の管理、臓器移植、パーキンソン病の医療、エイズなどレトロウイルス疾患の医療など、枚挙に

いとまがありません。これらはいずれも動物実験の上に実現しており、これに止まらず動物実験に基づいていない医療

はないと言っても過言ではありません。では医学の進歩はこの程度で十分であり、もう動物実験は必要ないのでしょうか。

残念ながら、癌、アルツハイマー病・ALS 等の神経難病、感染症、免疫疾患、遺伝病などの未解明、未解決の難病は多く

残っていますし、エイズ、 SARS、プリオン病などの新しい病気も次々と出現しています。地球環境変化や内分泌攪乱物

質等の環境汚染物質が人間に与える影響の研究も進めなければなりません。近年の再生医学における動物実験は脊

髄損傷で生じた肢の麻痺が治癒できることを示し、これまで不可能とされてきた神経系損傷の治療に明るい希望が見え

てきました。また、マウスやショウジョウバエで同定された遺伝子の知見が種々の難病や遺伝疾患の解明・治療に着々

と応用されています。病気の解明・治療に直結した優れた疾患モデル動物の研究にも期待されます。 

 

4. 動物実験の実際 

 動物実験とはどのようなものかを以下に説明します。使用される動物種は、ショウジョウバエ、魚類からラット、マウス、

イヌ、ネコ、サル等の哺乳類に至るまで挙げればきりがありません。脊椎動物に限れば、国内でも世界的にみても、使

用される動物は主にラットとマウスが 90 %以上を占め、イヌ、ネコ、サルは全体の 1%程度と思われます。これら動物のほ

とんどは、研究用に育てられた動物を業者より購入して使用します。イヌ・ネコ・サルは 地方自治体において殺処分にな

るものの一部を合法的に譲り受けることもあります。動物を研究に使うとき、研究者は動物を人道的に扱い、苦痛を与え

ないよう最大限に努力し注意を払います。飼育に際しては十分なスペースと食べ物・水を与え、施術に際しては麻酔を使

い、痛みを起こしていないことを確認します。実験にはいろいろなものがあります。取り出した細胞や組織・臓器を使う実



験から個体を使う実験まで、短時間で終わる実験から例えば何年にもわたり動物とつきあう行動実験まで、また、薬を与

える実験、神経活動を記録する実験、それらの組み合わせ等、様々です。実験終了後は速やかに安楽死させます。安楽

死の方法は、日本実験動物学会や国際基準によっています。多くの場合、死亡した動物の臓器等は貴重な資料として保

管され、さらなる研究の対象となります。動物に対する一連の行為はすべて動物愛護法、鳥獣保護法、総理府指針、環

境省の指導、文部科学省通達に則り、日本生理学会の動物実験指針、各大学等の研究機関が設ける動物実験指針にし

たがって実施されます。各研究機関で行われる動物実験は、すべて動物実験(倫理)委員会の審査を受け、承認されるこ

とが必要です。  

 

動物実験 Q and A 

1. 動物実験は人の医学に役に立たない? 

 ヒトと他の動物は種が違うので、動物実験の結果はヒトに適用できず役に立たないという主張がありますが、間違いで

す。地球上の生命は大腸菌からヒトに至るまで根は一つであり、共通の生命原理によって貫かれています。もちろん種

によって薬の有効量や効き方には差があります。しかし、病気の起こる原因や治療法の基本原理は多くの点で人とサ

ル・イヌ・ネコ等の脊椎動物の間で共通します。ですから、ヒトのために開発された治療や薬が、逆にペットや家畜の治

療にも使われるのであり、これは当然のことです。ヘルシンキ宣言(1964)がヒトを対象とする医学研究は動物実験に基

づかなければならないと述べているのも、また、新薬は動物で十分に試された後にヒトに使われるのも同じ理由に拠り

ます。 

 

2. 動物実験は代替法で十分に置き換えられるか? 

 動物を使わないですむ代替法がある場合は当然そうすべきというのが研究者のコンセンサスです。3 つの R という動

物実験の原則(別項に説明)の 1 つの R です。代替法の研究は発展させる必要があります。実際、現代技術の粋を集め

た人体モデル、コンピュータ・シミュレーションは医学教育に大いに取り入れられつつあります。私どもはこの技術が動

物実験の一部を代替えできるまでにますます発展することを期待しています。しかし、コンピュータ・シミュレーションは

生命現象から得たデータを入力してはじめて可能となるものですし、今のところ、未知の生命現象や病因を探る研究は

直接生物を用いてしかなし得ません。一方、細胞培養や組織培養の技術の発展には目覚ましいものがあり、医学・生理

学的研究はそれらを大いに活用していますし、新薬開発時のスクリーニング・テストにも使われています。しかし、心臓

などの各器官や身体全体の機能を解明する研究や病気の原因、病態を調べる研究は、今のところ動物実験に頼る以外

はありません。新薬をヒトに使用する前に動物で試す必要は今後とも無くなるとは思えません。代替法によって動物実験

の必要が全面的になくなる可能性は、少なくとも近い将来は期待できません。 

 

5. 実験が重複し不必要な数の動物が使用されている? 

 実験に使う動物は必要最低限に抑えるというのは世界の研究者の合意です。科学的事実が真理として確立するために

は、特定の研究者の一回の実験だけでは不十分で、さまざまな角度から、またさまざまな方法での追試が必要です。時

には、同じ方法を用いて確認する必要も生じます。またすでに確立した事実でも、教育上優れた実験は学生の実習など

で実施されます。これらは必要な重複なのです。 

 

6. 日本の動物実験は法規制がなく野放しである? 

 日本も米国や欧州諸国と同様、法規によって動物実験を管理しています。ただ、法規の枠組み・規制方式は国によって

様々で、それには文化、宗教、習慣などの違いが反映されていると思われます。類型的には、日本の方式は自主規制を

主とした米国方式に類似します。1973 年にすでに「動物の保護および管理に関する法律(動管法)」が制定されました

(1999年に改正され、動物愛護法と呼ばれるようになった)。これに基づき「実験動物の飼養及び保護等に関する規準」(総

理府 1980 年)が告示され、基本指針となっています。その後、文部省が国際医学団体協議会(CIOMS)の「動物実験につ

いての国際規約」(1985 年)に基づいて「大学等における動物実験について」(文部省通知、1987 年)を指示し、これを受け

て、各大学・研究機関は動物実験指針を制定し、動物実験(倫理)委員会を設置しました。並行して各大学の動物実験施設

も整備さ れ、動物の健康と福祉を考慮した飼育・管理がなされています。科学的な議論に基づいた動物の福祉・愛護・

手術法に関しては国際的な協調がなされ、ほとんど認識のずれはありません。事実、国際共同研究で多くの動物実験が

なされていますが、各国の研究者からみても十分批判に耐えるシステムが構築されています。 

 

7. 残酷な実験が密室で行われている? 
 



皆さんはヒトの手術の現場に立ち会ったことがあるでしょうか?露出した傷口や血を正視できないことや、一般の人々

が自由に出入り できないのは当然のことでしょう。しかし、ヒトの手術を密室で行われている残酷な措置だとか生体解

剖とかと表現するでしょうか?研究者は動物を使用すると き、ヒトの手術と同様に麻酔・鎮痛薬を投与し、十分な苦痛軽減

の処置を行います。麻酔なしの実験は現実に不可能ですし、動物が痛みで苦しむような状態では 信頼性のある実験結

果も得られないのです。また論文発表に際して、動物に施した処置、動物の状態とそれを確認した方法などを具体的に

記述することが求められています。 

 

10. 3R とはどういう意味を持つのですか? 

 3つの Rとは、Replacement(代替), Reduction(削減),Refinement(実験精度向上)の頭文字です。1959年に英国の Russell

と Burch によって人道的動物実験の 3 原則として提唱された概念です。それぞれ、可能な限り動物を使用しない実験に

置き換える、実験に使用する動物数をできるだけ減らす、実験方法の改良等により動物の負担を軽くしつつ有効な情報

をより多く得られるようにする、を意味します。これは世界的にも基本的指針として受け入れられ、我々日本生理学会の

動物実験指針もこれを追求しています。また一般的ではありませんが Responsibility (責任)または Review(審査)を加えて

4 つの R という概念も提唱されています。日本生理学会会員は実験者の及び管理者の責任を重視し、動物実験(倫理)委

員会の審査を受け、3Rの原則のもとに動物実験を行っています。 

 

 日本生理学会からの訴え 

 
 様々な種類の動物の尊い犠牲を通じて行われた生理学の教育、研究は生命現象の理解と解明に大きな役割を果たし、

医学・医療に応用され、人類の健康と福祉にはかり知れない貢献をしています。動物実験の必要性は今後とも変わるこ

とはありません。 

 

1. 動物実験反対運動に対する見解 

 動物実験に利用される動物はかわいそうという一般の人々の素朴な心情は、十分に理解できますし研究者も同じ気持

ちです。愛くるしい動物を実験に使うとき、あるいは何ヶ月も実験につきあってくれた動物を殺さなければならないときに、

研究者の心も痛みます。その意味で、動物実験に反対する人々の心情は理解できますし、皆さんこころの優しい人々で

あると信じます。一方、人間の生は他の動物の犠牲の上に成り立っているという側面も直視しなければなりません。パッ

クされた肉は手軽に購入できますが、裏には屠殺という現実があるように、我々が普段に享受する医療の裏には動物実

験が存在するのです。動物実験に反対する多くの人々は、必要な医療は受けたいし肉も食べたいが、実験に使用される

動物がかわいそうだから実験は止めて欲しい、という考えであると思います。しかし、その願いは両立しません。残念な

がら、規則正しい生活をしても病気になる場合もありますし、未だに克服できずにいる難病も数多く残っています。結核

のように、一時は下火になったと思われた病気も再び広がり、問題となっています。SARS やエイズなど新しい病気も絶

えません。病気になったら自然のままに死ぬという訳にはいかず、少しでも良い治療法を開発したい、して欲しいという

願望は当然のものです。やはり、動物実験を含む科学的手段を尽くして病気を解明し、治療法を開発すべきだと考えま

す。動物の使用に際して、研究者が 動物の福祉を重んじ、優しく人間的に扱うべきことは言うまでもありません。 

 

3. ともに考えて下さい 

 私どもはここまで、動物実験の必要性や意義について説明をしてきました。まだまだ足りない点があるかとは思います

が、今後ともできる限り私どもの立場・考え方を説明していく所存です。動物の命を奪うことの是非を問うわけですからど

うしても感情が刺激されます。しかし、動物の犠牲の上に生きるという人類の業に思いをはせた時、国民の皆様も、人間

と動物の関わりについてご意見を持っていただきたいと思います。私どもはこの問題について皆様とともに考えていき

たいと思っております。   
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